






















     地域自治組織制度の適用等に関する資料 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

改正地方自治法の適用日 

公布の日以後６ヶ月以内 

地 域 自 治 区 

改正合併特例法の適用日 

公布の日以後６ヶ月以内 

改正合併特例法の適用日 

公布の日以後６ヶ月以内 

合 併 特 例 区 

合併新法の適用日 

平成１７年４月１日から 

地 域 審 議 会 

現行合併特例法を適用 

３市村合併期日 

平成 17 年３月 31 日までに知事に

合併の申請を行い、平成 18 年３月

31 日までに合併 

「地域審議会」の設置及び主な内容は、合併

協議会において協議し定めることとなる（合

併関係市町村の議会の議決及び告示が必

要）。 

「合併特例区（法人格あり）」の設置及び規

約は、合併協議会において協議し定めること

となる（合併関係市町村の議会の議決、知事

の認可及び告示が必要）。 

地方自治法による「地域自治区（法人格な

し）」の設置及び主な内容は新市の条例に

おいて定めることとなるが、合併に際する

特例を適用する場合には、「地域自治区」

の設置及び新市の条例で定めるべき事項

について、合併協議会において協議し定め

ることとなる（合併関係市町村の議会の議

決及び告示が必要）。 

改正合併特例法へ 

３市村合併期日 

平成 17 年３月 31 日までに知事に

合併の申請を行い、平成 18 年３月

31 日までに合併 

３市村合併期日 

平成 17 年３月 31 日までに知事に

合併の申請を行い、平成 18 年３月

31 日までに合併 

 
第 159 回国会の会期は６月１６日

通常７日から 10 日後に公布 

公布の日？

現行合併特例法へ 

合併新法の適用日 

平成１７年４月１日から 改正合併特例法へ 



構成員の選任

諮問

意見

重要施策の意見聴取

庶務を処理

指揮監督

①区の設置：合併市町村の議決を経た協議により一又は二以上の旧市町村単位に一定期間設置が可（一部地域のみの設置も可）
②住所の表示：住所の表示にはその名称を冠する。（「○○区」のほか、「○○町」、「○○村」と称することも可）
③区長：事務所の長に代えて区長（任期は２年以内、特別職、助役の兼務は不可）を置くことが可
④位置、名称、所管区域：協議で定める
　

構成員の選任

諮問

意見

重要施策の意見聴取

諮 意 同 ・予算 決算
問 見 意 ・協議により定めたもの 認定

長の選任（罷免）

決算の承認
予算要領公表

決算要領公表

規則の同意

監査結果の報告

財産処分の承認

予算承認を求める

地域自治組織（地域自治区・合併特例区）制度

・住所の表示にその名称を冠することはできない。ただし、特例
法に基づく区の設置期間満了に際し引き続き設けられる場合は可

地域自治区（法人格を有しない）について

・条例でその区域を分けて定める区域ごとに設置が可（全ての区
域に設置が必要）

特例法による特例について

合併特例区（法人格を有する）について

・住所の表示にはその名称を冠する。（「○○区」のほか、「○
○町」、「○○村」と称することも可）

・合併市町村の議決を経た協議により一又は二以上の旧市町村単
位に一定期間（５年以下）設置が可（一部区域のみの設置も可）

・設置には知事の許可が必要

首長は意見を勘案
し適切な措置を講
じなければならな
い

市
　
　
町
　
　
村
　
　
長

　　　　　　　地域協議会
・会長、副会長及び構成員（任期は４年以内、無報
　も可）
・権限は、
　①地域自治区所管事務
　②市町村が処理する地域自治区域内に係る事務
　③地域自治区域内の住民等との連携強化
　のうち諮問されたもの又は必要と認めるものを審
　議し首長に意見を述べる。

　　　　　　　 事　務　所
・市町村の事務を分掌
・事務所の長は事務吏員
・位置、名称、所管区域は条例で定める

住　民
・

町内会
・

ＮＰＯ
・

コミュ
ニティ
組　織
な　ど

協
働

合併特例区(特別地方公共団体)

地域自治区

住　民
・

町内会
・

ＮＰＯ
・

コミュ
ニティ
組　織
な　ど

　　　　　合併特例区協議会
・会長、副会長及び構成員（任期は２年以内、無報酬も
　可）
・権限は特例法の規定による権限事項のほか
　①合併特例区所管事務
　②地域振興等に関する合併特例区域内に係る施策の実施
　③市町村が処理する合併特例区域内に係る事務
　のうち諮問されたもの又は必要と認めるものを審議し
　首長・区長に意見を述べる。

　　　　 　　 （執行機関）
・一定期間旧市町村単位で処理することが効果的で、当
　該区域の住民の利便性向上のため特に必要な事務で規
　約で定めるものを処理
・合併特例区長（任期は２年以内、特別職、助役の兼務
　は可、市町村の支所等の長の兼務は可）を置く
・職員は市町村職員のうちから首長の同意を得て区長が
　任命
・財源は市町村からの移転財源
・法令、条例に反しない限り合併特例区規則を定めるこ
　とが可
・毎年度予算を作成し、決算を調整しなければならない
・規約で定める公の施設の設置が可

○意見を勘案し、適
切な配慮
○必要と認める予算
上の措置

協
働

市
　
　
町
　
　
村
　
　
長



地域自治組織（地域自治区・合併特例区）の設置エリアについて  資料４ 

 

 地域自治区  

○原則（地方自治法第２０２条の４） 

  市町村の区域を分けて定める地域ごとに地域自治区を設け、事務所を置くことができる。 

      ～設置自体は任意だが、執行機関としての位置づけなどに鑑み、市町村の全エリ  

  アに設置することを想定している。 

      [図１] 

       A市          ｃ区域 

           b区域 

       ａ区域 

 Ａ市をａ、ｂ、ｃの３つの区域に分けて地域自 

 治区を設置できるが、ｃ区域だけには設置しな 

 いということはできない。 

 

     

○合併に係る設置手続等の特例（新法第２３条） 

市町村の合併に際しては、合併市町村の区域の一部の区域に、一又は二以上の合併関係市

町村の区域であった区域をその区域とする地域自治区を設けることができる。 

      ～市町村の合併に際しては、地方自治法の例外として、合併後の市町村の一部の  

  区域についてのみ地域自治区を設置することを認めている。 

       [図２] 

  旧A市 

                            旧C村 

 

旧B町

 

 旧A市、旧B町、旧C村の合併に際し、旧Ａ市、

 旧C村にのみ地域自治区を設けることができる 

 （旧Ａ市、旧C村それぞれに設置することも、 

 併せて１カ所に設置することも可能）。 

  また、この場合、旧Ｂ町に地方自治法上の地域 

 自治区を設置することも可能 

 

 合併特例区（新法第２６条、第５６条）

市町村の合併に際しては、合併市町村の区域の全部又は一部の区域に、一又は二以上の合

併関係市町村の区域であった区域をその区域とする合併特例区を設けることができる。 

 

  旧Ａ市、旧B町、旧C村の合併に際し、その全部又は一部に合併特例区、地域自治区を設ける

 ことができる（それぞれに設置することも、２カ所以上を併せて設置することも可能）。 

 なお、合併後の新市に地方自治法上の地域自治区を設置する場合、合併特例区を設定して 

 いる区域（例えば旧Ｃ村）には、地域自治区を設置しないことができる（[図２]参照）。 

 

 



地域自治区・合併特例区の制度比較                                  資料５ 

 区 分  地 域 自 治 区 合 併 特 例 区 
 設置根拠  ○地方自治法 

  第２０２条の４ 
○新法第２３条 
  ～合併に際して地域自治区を設ける場合 
     の設置手続等の特例 

 団体の性格  ○地方公共団体の執行機関 

 ○新法第２６条 
 
 
○特別地方公共団体 

 設置目的  ○市町村の権限に関する事務を分掌させ、地域住民の意見を行政に的 
   確に反映させつつ処理する。 

 ○合併後の一定期間、地域住民の意見を反映しつつ、一定の事務 
   を処理することにより、合併市町村の一体性の円滑な確立に資す 
   る。 

 設置方法  ○条例 ○合併関係市町村の議決を経た協議  ○合併関係市町村の議決を経た協議に基づく規約（以下「規約」） 
  ～知事又は総務大臣の認可が必要 

 設置期間  ○期限の定めなし ○合併関係市町村の協議で定める期間  ○５年間 
 設置単位  ○市町村の区域を分け 

  て設置 
○合併市町村の区域の一部の区域に設置で 
 きる（１又は２以上の旧市町村単位）。 

 ○合併市町村の区域の全部又は一部の区域に設置できる 
 （１又は２以上の旧市町村単位）。 

 処理する事務  ○長の権限に属する事務を分掌 
                        ○合併関係市町村で処理していた事務で、合併後の一定期間、旧市町村単位で処理することが事務の効果的処 
                         理に資するもの及び当該区域の住民の利便性の向上のため特に必要な事務として規約で定めるもの。 

 位置づけ  ○事務所の長（事務吏員 
  を充てる。） 

○協議により、事務所の長に代えて区長を置く 
 ことができる（任期２年以内）。 
○特別職の公務員 

 ○区長（合併特例区を代表し、事務を総理する（任期２年以内）。） 
 ○支所・出張所の長と兼ねることができる。 
 ○特別職の公務員（助役と兼ねることができる。） 

 長 

  選任方法  ○合併市町村長が選任 ○地域の行政運営に関し、優れた識見を有す 
 る者から合併市町村の長が選任 

 ○市町村長の被選挙権を有する者から合併市町村の長が選任 

 名称  ○地域協議会  ○合併特例区協議会 
 会長・副会長  
選任方法  ○条例で定める。  ○規約で定める。  
任期  ○構成員の任期による。 
 構成員  
資格  ○当該区域内に住所を有する者  ○当該区域内に住所を有する合併市町村の議会議員の被選挙 

権を有する者 
選任方法  ○条例に基づき市町村長が選任  ○有資格者のうち規約で定める方法により合併市町村長が選任 
選任の配慮  ○当該区域の住民の多様な意見が適切に反映されるよう配慮 

 

任期  ○４年以内で条例で定める。  ○２年以内で規約で定める。 
 報酬  ○支給しないこととできる。 

 協 
 議 
 会 

 権限  ○当該区域に係る事項のうち、市町村長その他機関から諮問されたもの 
  又は必要と認めるものについて審議し、意見を述べる。 
   ・事務所が所掌する事務に関する事項 
   ・市町村が処理する地域自治区の区域に係る事務に関する事項 
   ・市町村の事務処理に当たっての地域自治区の住民との連携強化 
   に関する事項 
 ○市町村長は、条例で定める重要事項で地域自治区の区域に係るもの 
   を決定・変更するに当たっては、予め地域協議会の意見を聞かなけれ 
   ばならない。 
 ○市町村長その他機関は、地域協議会の意見を勘案し、必要と認めると 
   きは、適切な措置を講じなければならない。 

 ○当該区域に係る事項のうち、市町村長その他機関若しくは合併特 
  例区の長から諮問されたもの又は必要と認めるものについて審 
  議し、意見を述べる。 
   ・合併特例区が処理する事務及び地域振興策等に関する施策 
   その他合併市町村が処理する事務で当該区域に係るもの 
 
 ○合併市町村の長は、規約で定める合併市町村の施策に関する重 
   要事項で合併特例区の区域に係るものを実施しようとするとき 
   は、予め合併特例区協議会の意見を聞かなければならない。 
 ○市町村長その他機関は、合併特例区協議会の意見を勘案し、必 
   要と認めるときは、適切な措置を講じなければならない。 
 ○合併特例区の長と合併特例区の協議により、合併特例区に関す 
   る事項につき、合併特例区協議会の同意を要するものを定めるこ 
   とができる。 

 住居表示  ○住居表示に関する法律第２条に定めるもののほか、当該地域自治区の名称を冠する。 
○地域自治区の期間の満了に際し、当該地域自治区の区域で引き続き設けた地域自治区の区域における住居の表 
  示も同様とする。 

 
 



地域審議会について           資料６ 
 

 

  合併関係市町村の協議により、期間を定めて合併市町村に、合併関係市町村であっ

た区域ごとに設置され、合併市町村が処理する当該区域に係る事務に関し、合併市町

村長からの諮問に応じて審議するとともに、必要と認める事項について合併市町村の

長に意見を述べることができる。 

 

【目的】 

  合併市町村の施策全般に関し、よりきめ細やかに住民の意見を反映していくための

制度。 

 

【制度】 

○合併前の合併関係市町村間の協議で設置する。 

○合併関係市町村間の協議事項 

・地域審議会の期間 

・地域審議会を組織する構成員の定数、任期、任免 

・その他組織及び運営に関し必要な事項 

 

 なお、協議は関係市町村の議会の議決を経て行うものとし、その協議が成立した場

合は直ちにその内容を告示しなければならない。 

  また、協議により定められた事項を変更しようとするときは、合併市町村の条例で

定めなければならない。 

 

【役割】 

  地域審議会がどのような任務を持つかについては、合併関係市町村の協議によるが、

一般的には、次のような事項が想定される。 

 

 
合併市町村の長の諮問に応じ意見を述べること

 

 

          ・市町村建設計画の変更 

          ・市町村建設計画の執行状況（定期的） 

          ・当該区域を単位とする地域振興のための基金の運用 

          ・予算編成の際の事業等に関する要望 

          ・基本構想・各種計画の策定・変更 

          ・住民の行為等が規制される地域の指定 

 

 
必要に応じ合併市町村の長に意見を述べること

 

 

          ・市町村建設計画の執行状況（随時） 

          ・公共施設の設置・管理運営 

          ・福祉・廃棄物処理・消防等の対人的施策の実施状況 

 

 



 【留意事項】 

① 地域審議会の設置は、それぞれの地域の実情により判断されるべきものであり、 

すべての合併市町村に置かなければならないものではない。また、置くこととなっ 

た合併市町村にあっても、すべての合併関係市町村の区域に置かなければならない 

ものではない。 

② 地域審議会の設置は、従来一体性のあった合併関係市町村の区域を単位とするも 

のであり、２つの合併関係市町村を併せて１つの地域審議会を置くことや、１つの 

合併関係市町村を分割し複数の地域審議会を置くことはできない。 

③ 設置期間は、地域審議会が合併直後に設けられる特例的な制度であることから、 

合併関係市町村の協議により定める一定期間に限られるものであること。また、合 

併後の設置期間の変更は、一般的には適切でないこと。 

 
 
                              新Ｄ市  
 
                              旧Ａ市 
 
 
                                             旧Ｃ村 

 Ｃ地域審議会  
     旧Ｂ町 
  Ｂ地域審議会  

 

 

 

  
 
 
 
 

 

合 

 

併 

 

市 

 

町 

 

村 

 

長 

地 域 審 議 会 

・ 構成員の定数、任期、任免、組織及び運営等 

は合併関係市町村の協議により規約で定める。 

・ 市町村長の諮問に応じ意見を述べる。 

   市町村建設計画の変更 

   市町村建設計画の執行状況（定期的） 

   地域振興のための基金運用 

・ 必要に応じ市町村長に意見を述べる。 

   公共施設の設置、管理運営 

   市町村建設計画の執行状況（随時的） 

 

 

 

住

民

・

町

内

会

・

Ｎ

Ｐ

Ｏ

な

ど 

参 画 

選任 

諮問 

意見 

設置期間～合併協議会で定める 

（市町村建設計画の期間が目安となる） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（適用法） 
・合併新法、現行合併特例法 
（設置の考え方、設置期間） 
・ 合併後の区域住民の意見を施策反映させる
ため、旧市町村を単位として、期間を定めて
設置することができる。（先進事例では、新
市建設計画期間の１０年間の設置が主流）
（機関等） 
地域審議会 
・構成員の定数、任期、任免、組織及び運営等
は合併関係市町村の協議により規約で定め
る。 
・市町村長の諮問に応じ意見を述べる。 
市町村建設計画の変更 
市町村建設計画の執行状況（定期的） 
地域振興のための基金運用 

・必要に応じ市町村長に意見を述べる。 
公共施設の設置、管理運営 
市町村建設計画の執行状況（随時的） 

・支所等機能なし 
 

 

 

 

（適用法） 
・改正合併特例法、合併新法 
（設置の考え方、設置期間） 
・合併後の一定期間（５年以下）、旧市町村の
区域を単位として、特別地方公共団体として
設置することができる。知事の認可が必要。
（機関等） 
合併特例区協議会 
・会長、副会長及び構成員の任期２年以内 
・市町村長、特例区の長等の諮問及び必要事項
に対する審議 
・規約で定める重要事項に対する意見 
・合併特例区予算に対する同意 
・課税権、地方債の発行 → 不可 
・合併市町村からの移転財源 
執行機関 
・区の長…特別職、任期２年以内、助役・支所

等の長との兼務可。 
・合併特例区の予算作成 → 協議会の同意 → 
首長の承認 

・事務処理…地域処理が効果的又は必要な事務
（例）公の施設管理、地域振興イベント等

・支所等機能なし 

地域自治組織制度に関する検討・協議 

小委員会として考察する、合併

するとした場合の地域のあり方

設置する 設置しない 

 

 

 

（適用法） 
・改正地方自治法、改正合併特例法、合併新
法 
（設置の考え方、設置期間） 
・住民自治の強化のため、市町村内の一定の
区域を単位とし、設置することができる。
・自治法…永久。 
・特  例…一定期間 

（新市建設計画期間程度か？） 
（機関等） 
地域協議会 
・会長、副会長及び構成員の任期４年以内 
・市町村長等の諮問する地域自治区に関する
事務及び地域自治区事務について審議し、
意見を述べる。 
事務所 
・事務所を置くものとし、市町村の事務を分
掌する。 
・事務所長は事務吏員とする。 
・支所等機能あり。 
※ 合併に際して区長を置くことができる。
設置する場合は、特別職の区長（任期２年
以内、助役との兼務は不可）とする。 
住所の表示にはその名称を冠する。 

① 地域自治区（法人格なし） ② 合併特例区（法人格あり） ③ 地域審議会を設置する場合 
④ すべての組織を 

設置しない場合 

支所等の在り方 

地域審議会の概要検討 

地域自治区の概要検討 

支所等の在り方 

協議項目： 

１０「地域審議会の取扱い」 

１４「組織及び機構の取扱い」 

合併特例区の概要検討 

支所等の在り方 

地域自治組織等小委員会の進め方 


